[image: image1.png]NISSAY






○○○○企業年金基金規約の一部を変更する規約（案）
○○○○企業年金基金規約の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
規約変更理由書
この規約変更は、令和５年１０月６日に「国民年金基金令等の一部を改正する政令」（令和５年政令第３００号）が公布されたことにより「「確定給付企業年金規約例」の一部改正について」（令和５年１０月６日付事務連絡）が発出されたことに伴い、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	（公告の方法）
第○条　この基金において公告しなければならない事項は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）による公告として基金のウェブサイトへの掲載により行うほか、この基金の事務所（従たる事務所を含む。）の掲示板に文書をもって掲示する。
２　確定給付企業年金法施行令（平成１３年政令第４２４号。以下「令」という。）第８条、第９条、第５３条の２、第５８条、第５９条及び第６３条第２項の規定に基づく公告は、前項の規定によるほか、官報に掲載して行う。
　附　則

この規約は、令和○年○月○日から施行する。


	（公告の方法）
第〇条　この基金において公告しなければならない事項は、この基金の事務所（従たる事務所を含む。）の掲示板に文書をもって掲示する。
２　確定給付企業年金法施行令（平成１３年政令第４２４号。以下「令」という。）第８条、第９条、第５３条の２、第５８条、第５９条及び第６３条第２項の規定に基づく公告は、前項の規定によるほか、官報に掲載して行う。




本資料は、作成時点における信頼できる情報にもとづいて作成されたものですが、その情報の確実性を保証するものではありません。


本資料に含まれる会計・税務・法律等の取扱いについては、公認会計士・税理士・弁護士等にご確認のうえ、貴団体自らご判断ください。
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規約の雛形
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必要事項の公告の方法に関する改正に伴う規約変更について





規約の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。
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